
☆★ 転 出 される市 民 の方 へ ★☆

転入の手続きは・・・

いつまでに ⇒ 新住所地に住み始めた日から 14 日以内（14日を過ぎると5万円以下の過料に処せられる場合があります）

ど こ で ⇒ 新住所地の市区町村役場

必要なもの ⇒ 転出証明書またはマイナンバーカード（保有者）、本人確認書類（運転免許証・保険証・通帳等）、

在留カードまたは特別永住者証明書（外国人の方）

※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードが必要です。

※代理人が手続きをするときは、委任状や代理人の印鑑などが必要な場合もありますので、詳しくは新住所

地へお問い合わせください。

●転出を取りやめる場合

転出証明書と本人確認書類を持参し、名寄市役所で転出取消の手続きをしてください。

●転出証明書を紛失した場合

本人確認書類を持参し、名寄市役所で再交付の手続きをしてください。

●転出証明書に記載してある転出予定日や転出先住所が変更になった場合

転出証明書は有効ですので、そのまま変更後の住所地に提出し、転入の手続きをしてください。

●転入の手続きを怠ると、どこの市区町村でも選挙ができないことになる場合がありますのでご注意ください。

裏面の「市役所で行う転出に関する手続き一覧」もご覧ください。

名 寄 市 役 所

名寄庁舎 〒０９６－８６８６ 名寄市大通南１丁目１番地

風連庁舎 〒０９８－０５０７ 名寄市風連町西町 196 番地 1

代表電話 ０１６５４－３－２１１１

名寄市ホームページ http/www.city.nayoro.lg.jp

※転出に関することは、トップページの「引越・住宅」をご覧ください。

必ず、新住所地で転入の手続きを行ってください。



※ 名…名寄庁舎 風…風連庁舎

手続きの項目 手続きの内容 担当係

印鑑登録
転出(予定)日で自動的に廃止になります。カードをお持ちの

方は、返却するかご自分で廃棄してください。 名 戸籍住民係

(1 番窓口)

風 市民係(2 番窓口)

マイナンバーカード
継続して利用するために新住所地で手続きが必要です。

※暗証番号が必要になります。

国民年金 新住所地へお問い合わせください。

名 医療年金係

(2 番窓口)

風 市民係(2 番窓口)

国民健康保険 被保険者証を返却し、新住所地で手続きをしてください。

後期高齢者医療制度
資格喪失の届出が必要です。新住所地での手続きについても

説明がありますので、担当係へお問い合わせください。

介護保険

被保険者証を返却してください。要介護認定を受け介護サー

ビスを利用していた方は、介護保険受給資格証明書の交付を

受け、新住所地で手続きをしてください。

名 介護保険係

(10 番窓口)

風 福祉係(3 番窓口)

身体障害者手帳・療育手帳・

精神保健福祉手帳

新住所地での手続きについて説明がありますので、担当係へ

お問い合わせください。 名 障がい福祉係

(15 番窓口)

風 福祉係(3 番窓口)重度心身障がい者医療費受

給者証・特別障害者手当等

資格喪失の届出が必要です。新住所地での手続きについても

説明がありますので、担当係へお問い合わせください。

児童に関する手当等
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当について、それ

ぞれの手続きが必要です。担当係へお問い合わせください。 名 子育て支援係

(13 番窓口)

風 福祉係(3 番窓口)乳幼児等医療費助成・

ひとり親家庭等医療費助成

資格喪失の届出が必要です。新住所地での手続きについても

説明がありますので、担当係へお問い合わせください。

小・中学校の転校
現在の学校から在学証明書等の交付を受け、新住所地で手続

きをしてください。
名 学校教育係(3 階）

上水道・下水道

転出日が決まりましたら、電話・ＦＡＸまたは窓口へ直接ご

連絡ください。様式は名寄市ホームページにもあります。

暮らしの情報・手続⇒上下水道⇒上下水道使用開始(中止)届

名 業務係 (3 階）

風 業務係 (2 階）

軽自動車等

原付自転車・小型特殊自動車を所有されている方は、名寄市

のナンバーを返却し、登録抹消手続きが必要です。また、そ

の他の軽自動車を所有されている方は各地区の軽自動車協

会において住所変更が必要です。

名 資産税係

(9 番窓口）

風 総務・税務係

(1 番窓口）

固定資産税

名寄市内に固定資産を所有されている方で、転出後に住所を

異動された方は、名寄市の担当係へ新しい住所をお知らせく

ださい。

名 資産税係 (9番窓口)

風 総務・税務係

(1 番窓口）

犬を飼育している方
犬の所在地変更が必要となりますので、新住所地で手続きを

してください。

名 環境・生活安全係

(3番窓口)

風 市民係(2 番窓口)

図書館利用者カード
市外へ転出されて再度名寄市に転入する場合、利用者カード

はそのままお使いいただけます。

名 図書館奉仕係

風 図書館奉仕係

市役所で行う転出に関する手続き一覧


